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妥協のないディティールが建築美との調和を生み出すベースライトの
新ラインアップ。「均一発光」「角へのこだわり」「光のつながり」により、
クオリティの高い光のプロダクトを実現しました。
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（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）
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　「二条城の夕暮れ」
写真提供：小泉定之 氏　（北支部・小泉電機株式会社）

撮り手の一言

　京都へ行くたびに通り過ぎるだけでしたが、散歩方々一周してみました。
　黄色と青がなんとも美しく、見惚れておりました。

東電材及び関係団体の会議、行事予定

９月６日（金）
・東支部会

10月７日（月）
・広報委員会

10月30日（水）～31日（木）
・�中央会主催　“組合まつり
inTOKYO”�
（東京国際フォーラム）出展

11月６日（水）
・�市場活性委員会�
電気工事業・電材卸業懇談会

※令和７年１月21日（火）
　・新年賀詞交歓会

11月20日（水）
・�親睦ゴルフ会

11月22日（金）
・�西支部会

11月26日（火）
・�執行部会�
第527回理事会

９月24日（火）
・�執行部会�
第526回理事会

10月１日（火）
・�経営委員会�
経営セミナー

10月26日（土）
・�秋のレクレーション�
（よみうりランド）

10月22日（火）
・中央支部会

10月23日（水）
・業務委員会
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東　支　部　会

定刻の午後６時に、伊東副支部長（伊東
電機株式会社）の司会で支部会が開始され
た。先ずは中澤支部長（株式会社正光社）が、

「皆様こんばんは。お忙しい中お集まりい
ただきまして、誠に有難うございます。私
から２点お願いさせていただきます。一つ
目ですが、７月に入り各委員会が開催され
ていると思います。委員になっていただい
た方には恐れ入りますが、東支部代表とし
てご出席の程宜しくお願い致します。２つ
目に、支部会参加のお願いです。次回は９
月６日に千葉電材組合と合同で仕入先様も

お呼びして開催致しますが、それ以降の計
画も早めにご案内させていただきますの
で、情報交換の場として支部会への積極的
な参加をお願い致します。本日は懇親会か
ら、一部のメーカー様にもお越し頂きます。
ご存知の通り、ここは生バンドをバックに
歌えますので、皆さんで楽しんでいただき
ますよう宜しくお願い致します。」と挨拶
を述べた。

続いて、委員会報告に移り、業務委員会
については山本委員（株式会社タカノスマ
イル）より、第１回目の委員会を昨日７月

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年７月19日（金）午後６時より

場　所：中央区八丁堀「麻里布倶楽部」

東支部（支部長＝中澤一浩氏、組合員23社）は、標記の通り、八丁堀の
『麻里布倶楽部』において、定例の支部会を開催した。組合員14名、本部
から川上担当副理事長、山平事務局長が参加し、懇親会からは協賛会員様
７社８名も加わって賑やかな会となった。

18日に、神山副理事長の
ご厚意により海光電業さ
んの会議室をお借りして
開催し、10月26日（土）
によみうりランドで開催
を予定している秋のレク
レーションと、来年３月
７日（金）に予定してい
る第28回ボウリング大会
を中心に検討行ったとの
報告があった。経営委員
会については舟橋委員長

（舟橋電機株式会社）よ



（7）

� 支部会だより� 支部会だより
懇親会を開催した。冒頭
に、小島理事長（小島電
機工業株式会社）が、「本
日はお集まりいただき
有難うございます。ま
た、中澤支部長、伊東副
支部長には支部会の段
取り有難うございます。
いよいよ梅雨明けして
ビールの美味しい季節
になって参りましたの
で、本日は飲んで、食べ

て、歌って、大いに楽しんでいただきたい
と思います。皆様のお会社のご繁栄と、ご
参集の方々のご健勝をお祈り致します。」
と述べて乾杯の音頭を執った。続いて、
伊東副支部長よりメーカー様出席者の紹介
があり、懇親会のスタートとなった。

しばらく歓談の後、生バンドの演奏を
バックに歌合戦が始まり、マイクを取り合
いながら大いに盛り上がった。プロ歌手に
よる映画「タイタニック」の主題歌「My 
Heart Will Go On」の際には、熱唱に聞き
惚れながらポーズを取り、主人公になり
切っている方々も見受けられた。

宴たけなわの頃合いに、川上副理事長が
中締めを行い、懇親会を終了した。

り、７月29日に開催予定である旨が報告さ
れた。広報委員会についても笠井副委員長

（笠井電機株式会社）７月31日に１回目の
委員会が開催されるとの報告があった。補
足として事務局より、①８月８日に市場活
性委員会が開催される件、②組合員名簿の
原稿を早めに返却いただきたい件、③11月
20日に東電材親睦ゴルフ会が開催される
件、④７月号電材マンスリーに同封して、
お得意先様向け配送費ご負担お願いチラシ
をお届けしているので上手にご活用してい
ただきたい件、の４点が説明された。最後
に伊東副支部長より、次回９月６日の支部
会の説明があり、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、メーカー様８名が加わり、
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西支部会・暑気払いパーティー

定刻の午後５時に支部会を開始、司会の
小林副支部長（みなと電材株式会社）より、
支部会、暑気払いの参加予定者数と暑気払
いは着席にて実施するとの報告があった。
冒頭、横森支部長（株式会社電池屋）が、「こ
のような席でいきなりお話しする事ではあ
りませんが、本日は、私の誕生日でありま
して、多くの方にご出席、お祝いいただき
まして有難うございます。このところ、支
部会の出席者が多く有難く思っておりま
す。この後、仕入先様からも33名ご参加い
ただき、暑気払いを開催致します。今後の
商売に役立つよう、しっかりと情報交換し
ながら、親睦を図っていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。」と挨
拶を述べた。続いて、横森支部長より東電

材入会候補として本日オブザーバーでご参
加いただいた、株式会社パブリック商会：
竹内社長様が紹介があり、竹内社長様から
ご挨拶を頂戴した。

報告事項に移り、先ず支部会担当の川上
副理事長より、各支部の開催状況について
報告があった。次に、横森支部長より６月
19日に行われた理事会について、役員の業
務分掌、委員会編成が決定した件、11月20
日に東電材親睦ゴルフ会を開催する事が決
定した件等が報告された。

続いて、委員会報告として、業務委員会
については小林委員（アサヒ電機株式会社）
より、７月18日に神山社長様のご厚意によ
り海光電業様会議室で委員会を開催し、主
として10月26日に行われる秋のレクレー

ションについて検討し案内状もじきに
届くので、ぜひ多数の参加をお願いし
たいとの説明があった。市場活性委員
会については藤高委員（島津電業株式
会社）より、都工組様幹部・青年部会
様との懇談会を11月６日に実施すると
の報告があった。経営委員会について
は山上委員（テルヤ電機株式会社）よ

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年８月21日（水）午後５時より

場　所：吉祥寺「東急REIホテル」

西支部（支部長＝横森英俊氏、組合員14社・支部構成数25社）は、標記
の通り、武蔵野市吉祥寺の「東急REIホテル」に於いて定例会を開催し、
組合員21名、入会候補１名、山平事務局長の合計23名が参加した。支部会
終了後には、同ホテルに於いて仕入れ先様との暑気払いパーティーを実施、
組合関係者25名、仕入れ先様28社33名、総勢58名が参加する盛会となった。
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� 支部会だより� 支部会だより
笑いを誘う開宴の挨拶を行った。

続いて仕入れ先様を代表して、
岩崎電気株式会社：
中村課長様より、こ
のような場を提供し
て い た だ い た お 礼
と、HIDランプ、蛍光灯の生産終
了をビジネスチャンスにして、ス
トック需要の獲得を一緒になって

取り組んで参りたい、とのご挨拶を頂戴し
た。

乾杯は川上副理事長（ハマノ電気株式会
社）が、ご参集いただいたお礼と時間の許
す限り楽しい会にしていきたいとの挨拶を
述べ、開宴の音頭を執った。

懇談が進んだ頃合いには、出席された仕
入れ先様が順次登壇し、会社または自社製
品のPRも兼ねたご挨拶をいただき大いに
盛り上がった。

　
宴たけなわの中、岩渕社長（株式会社日

進）が、ご出席いただいた仕入れ先様への
御礼とお会社の繁栄を祈念して３本締めを
行い、暑気払いパーティーを終了した。

り、７月29日に１回目の委員会が開催され、
来年の賀詞交歓会・記念講演会の講師を国
際ジャーナリストの小西克哉氏にお願いす
る事になった件と、10月１日に行われる経
営セミナーは「アンガーマネジメント」を
テーマに実施される件が報告された。広報
委員会については川名委員（新明電材株式
会社）より、７月31日に開催された委員会
の内容として、組合員のリレー寄稿として
10月号より“組合員のつぶやき”を開始する
との報告があった。

引続き、協議事項として小林副支部長よ
り、11月22日～ 23日の宿泊忘年会の件の
説明があり、22日はサントリーの白州工場
見学を実施し、23日は有志でゴルフを行い
たいとの提案があり、了承された。最後に
補足として、事務局より青年部会「東青会」
の動向について説明があり、定例の支部会
を終了した。

支部会終了後、午後６時よ
り同ホテル内にて、仕入先様
33名 に も ご 参 加 い た だ き、
小林副支部長の司会進行のも
とに、「暑気払いパーティー」を開催した。

先ず、横森支部長より、本日の参加御礼
と、自身69歳の誕生日であることを述べて、
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委員会だより委員会だより

業 務 委 員 会

日 時：令和６年７月18日（木）午後４時より

場 所：渋谷区恵比寿南　海光電業株式会社　１階会議室

出 席：西山 潔 委員長（南）、加藤善弘 副委員長（東）、
　　　村田 裕 委員（中央）、山本哲也 委員（東）、小林正信 委員（西）、
　　　中野 誠 委員（南）、只野 実 委員（北）
　　　執行部より 神山欣也 担当副理事長（中央）
　　　事務局より 山平正純 事務局長

　業務委員会は標記の通り、神山担当副理事長（海光電業株式会社）のご厚意
により、同社の１階会議室をお借りして、令和６年度第１回目の委員会を開催
した。定刻少し前に西山委員長（西山商事株式会社）の司会で開始し、冒頭、
神山担当副理事長（海光電業株式会社）が挨拶を述べた。続いて、初参加の
山本委員（株式会社タカノスマイル）の自己紹介の後、各議題について検討し
た。議事の内容は以下の通り。

決定した各委員会の新編成について確
認した。

⑴　�令和6・7年度の委員会編成について
　⇒�先に行われた第525回理事会において
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� 委員会だより委員会だより
⑵　�令和5年度の活動実績、令和6年度の
事業計画・予算について

　⇒�昨年度の委員会の活動内容について、
委員全員で確認した。また、今年度の
委員会の事業計画と予算についても再
確認し、併せて東電材委員会規約にお
ける業務委員会の活動内容についても
確認した。

⑶　�紹介・斡旋事業の拡大について
　⇒�過去３年間の各種斡旋事業の手数料収

益の状況と今年度４月～６月の実績を
確認した。併せて手数料収入の仕組み
と内容についても確認した。

⑷　�秋のレクレーションについて
　⇒�10月26日（土）に「よみうりランド：

バーベキューパークJU－JU」におい
て、恒例の秋のレクレーションを開催
することとした。

⑸　支部対抗ボウリング大会について
　⇒�令和７年３月７日（金）に東京ドーム

ボウリングセンター＋レストランリ
ラッサにて、第28回支部対抗ボウリン
グ大会を開催する事とした。また、昨
年度は支部毎の参加者数に偏りがあっ
たため、早めに参加者を募るように申
し合わせた。

⑹　その他
　⇒�次回の業務委員会を、秋のレクレー

ション直前の10月23日（水）に実施す
ることとした。

経　営　委　員　会

日 時：令和６年７月29日（月）午後３時30分より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

出 席：舟橋典明 委員長（東）、田島 彰 副委員長（北）、
　　　橋本英晃 委員（中央）、大澤 誠 委員（東）、山上政夫 委員（西）、
　　　萩原拓也 委員（南）
　　　執行部より 小泉定之 専務理事（北）
　　　事務局より 山平正純 事務局長

　経営委員会は標記の通り、令和６年度第１回目の委員会を開催した。定刻に
舟橋委員長（舟橋電機株式会社）の司会で開始し、冒頭、小泉専務理事（小泉
電機株式会社）並びに委員会に復帰した田島副委員長（有限会社田島電機商会）
が挨拶を行った。検討内容は以下の通り。
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１．令和６・７年度の委員会編成の件
　⇒�６月に行われた第525回理事会におい

て決定した、各委員会の新編成につい
て確認した。

２．�令和５年度委員会活動実績、令和６年
度委員会事業計画・予算の件

　⇒�経営委員会の業務分掌を確認した上
で、昨年度の委員会の活動内容と、今
年度の事業計画と予算について精査し
た。

３．新年賀詞交歓会の記念講演の件
　⇒�令和７年１月21日（火）に予定されて

いる、新年賀詞交歓会時の記念講演会
の講師について検討し、国際ジャーナ
リストでコメンテーターの“小西 克哉
氏”にお願いすることとした。（後日ご

了承いただき、小西氏に決定）

４．令和６年度の経営セミナーの件
　⇒�職場の良好な人間会計構築や生産性の

向上に大切な、怒りの感情とうまく付
き合うための心理トレーニングである

「アンガーマネジメント」をテーマに、
10月１日（火）に経営セミナーを開催
する事とした。

５．本年度の施設見学会について
　⇒�次回の委員会で再度検討することとし

た。

６．その他
　⇒�次回の委員会を経営セミナー実施日で

ある10月１日（火）に開催する事を決
定した。

委員会だより委員会だより
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� 委員会だより委員会だより

広 報 委 員 会

日 時：令和６年７月31日（水）午後３時30分より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

出 席：鈴木敏雄 委員長（中央）、笠井和利 副委員長（東）、
　　　半田哲也 委員（中央）、川名哲也 委員、熱田公志 前委員（西）、
　　　金子 誉 委員（南）
　　　執行部より 小島寿之 理事長、横森英俊 担当副理事長
　　　事務局より 山平正純 事務局長
欠 席：日置茂生 委員（北）

　広報委員会は令和６年度初めての委員会を別紙の通り開催した。定刻少し前
に小島理事長（小島電機工業株式会社）と横森担当副理事長（株式会社電池屋）
の挨拶の後、新メンバーの川名委員（新明電材株式会社）から、自己紹介をし
ていただいた。その後、鈴木委員長（スズデン株式会社）の司会で各議案につ
いて審議を開始した。議事の内容は以下の通り。



（14）

委員会だより委員会だより

市 場 活 性 委 員 会

日 時：令和６年８月８日（木）午後４時30分より

場 所：築地「電気工事会館」６階会議室

出 席：皆川一志 委員長（南）、松村秀一 副委員長（東）、
　　　松尾誠一朗 委員（中央）、池田友梨枝 委員（東）、
　　　藤高孝二 委員（西）、小俣宏和 委員（南）、佐々木 誠 委員（北）
　　　執行部より 神山欣也 担当副理事長
　　　事務局より 山平正純 事務局長
欠 席：嶋田 博 副委員長（中央）

寄稿状況も併せて確認した。さらに、
誌面の充実に向けた検討を行い、支部
リレーレポート「（仮称）組合員のつ
ぶやき」を実施することとした。

⑷　令和６年度版組合員名簿について
　⇒�今年度は２年に１度の組合員名簿発刊

年にあたるため、発刊（令和６年11月
末予定）までのスケジュール、発行部
数、配布先、予算等について協議した。

⑸　�機関誌『電材マンスリー』広告協賛メー
カー様懇談会について

　⇒�来年２月に、「銀座 麒麟」で実施する
事とした。

　　
⑹　その他
　⇒�次回の委員会は、10月７日（月）に

Zoomミーティングを利用したリモー
ト開催とすることとした。

⑴　令和６・７年度の委員会編成について
　⇒�６月19日に行われた第525回理事会に

おいて決定した、各委員会の新編成に
ついて確認した。

⑵　�令和５年度広報委員会の活動実績、令
和６年度事業計画・予算の件

　⇒�昨年度の委員会の活動内容と、今年度
の事業計画・予算について確認した。

　　�また東電材委員会規約における広報委
員会の業務分掌についても改めて確認
した

⑶　�機関誌『電材マンスリー』の発刊につ
いて

　⇒�令和５年度と令和６年６月までの発刊
費用（編集印刷費・寄稿謝礼・発送費
等）を項目別に確認した。また、表紙
の 写 真・ 誌 面 の 寄 稿 に 対 す る 謝 礼

（QUOカード）の状況、及び支部別の
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� 委員会だより委員会だより
　市場活性委員会は、標記の通り令和６年度第１回目の委員会を開催した。定
刻に皆川委員長（株式会社ミナカワ電材）が開会を宣し、冒頭に神山副理事長
（海光電業株式会社）が挨拶を述べ、新メンバーの佐々木委員（パナソニック
電材ソリューションズ株式会社）が自己紹介を行った。引続き、委員長の司会
のもと各議題について検討した。議事の内容は以下の通り。

１．令和６・７年度の委員会編成について
　⇒�第525回理事会において決定した向後

２年間の委員会編成について確認し
た。

２．�令和５年度委員会活動実績と令和６年
度委員会事業計画・予算の件

　⇒�昨年度の委員会の活動内容と、今年度
の委員会の事業計画と予算について委
員全員で確認した。併せて、東電材委
員会規約における市場活性委員会の業
務分掌についても確認した。

３．�東京地区　電気工事業‐電材卸業懇談
会（都工組青年部会様懇談会）の件

　⇒�恒例となっている都工組幹部役員様並
びに青年部会役員様との懇談会を11月
６日（水）に、昨年同様『京懐石みの
きち 東京新宿住友ビル店』にて開催
する事とした。

４．�令和６年度「営業・技術研修会」の件
　⇒�来年２月頃に開催することとし、テー

マについては次回の委員会で再度検討
する事とした。

５．その他
　⇒�次回の委員会を11月６日（水）に都工

組様懇談会の前に開催する事を決め
た。



（16）

会計監査会計監査

令和６年度　第１四半期　会計監査

日 時：令和６年７月25日（木）午後３時より

場 所：築地「電気工事会館」３階　東電材事務所

東電材の本年度第１四半期会計監査が、
標記の通り、７月25日午後３時から組合事
務所において実施された。今回、会計顧問・
林 義孝税理士（セントラルクリエイツ税
理士法人）に急用が発生したため、当日は
中央支部：穂坂昌明監事（因幡電機産業株
式会社）と事務局で実施し、林先生には翌
日ご確認いただいた。当組合の会計監査は
年度末の他に四半期毎にも実施しており、
現金の残高照合、預金通帳残高と経理残高
の確認、総勘定元帳・補助元帳・振替伝票

のチェックがなされ、正確かつ妥当である
ことが確認された。
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今月のテーマ　木造住宅の仕様の変化と耐震性能について

　８月上旬、宮崎県でマグニチュード７を
超える地震があり、震度６弱の揺れが観測
された地域もありました。
　気象庁では、この地震により南海トラフ
地震の想定震源域で大規模地震が発生する
可能性が通常よりも高まったとして「南海
トラフ地震臨時情報」を出して巨大地震へ
の注意を呼びかけることになりました。
２０１９年に運用が始まって以降で初めての

「南海トラフ地震臨時情報」発表となりま
す。
　地震だけでなく、温暖化の進行による異
常気象など、住まいの安全に関わる環境も
大きく変わってきており、住宅金融支援機
構の定期的な調査でも、その一端が垣間見
えます。

１�．【フラット３５】住宅仕
様実態調査報告

　住宅金融支援機構では、
最近の戸建住宅の仕様に関
する実態を調査・分析する
住宅仕様実態調査を行って
います。この調査は、令和
４年４月から令和５年１２月
までに【フラット３５】の技
術基準に適合することが確
認され　た木造軸組工法の
新築戸建住宅２，６３３件を対
象に調査したものです。
⑴省エネ・断熱性能の向上
　①�外壁部断熱材厚さ（グ
ラスウール）

　�　繊維系断熱材（グラスウール）につい
て、前回調査と比較したところ、断熱材
の厚みは増加しており、令和５年度は厚
１００㎜以上が約２／３（66.８％）に達し
ています。
　②開口部（サッシ）
　�　サッシは平成１９年度から継続的に「ア

ルミ製」の割合が減少しており、「プラ
スチック製」、「木又はプラスチックと金
属の複合材料製」の割合が増加。これに

「アルミ製とプラスチック製の二重」を
加えると75.８％と８割に迫る勢いです。
　③開口部（ガラス）
　�　令和５年度調査では、ほぼ全てが開口

部は複層ガラスとなっています。全体で
は三層複層ガラスは６.２％、ガラス単板
は１.０％で寒冷地で採用されるイメージ

� トピックス� トピックス

［住宅金融支援機構『令和５年度【フラット３５】住宅仕様実態調査報告の概
要』に基づき作成］



（18）

トピックストピックス

が強かった三層複層ガラスが比較的温暖
な地域においても一定数採用されるよう
になっています。
⑵構造・躯体性能の向上
　①通し柱の寸法
　�　令和５年度は「通し柱はない」の割合

が大幅に増え（21.３％⇒41.８％）、一方
で「12㎝角」の割合が大幅に減少（49.７％
⇒28.５％）。
　②主な耐力壁の種類
　�　耐力壁の種類では、「筋かい」が40.２％

に 対 し て「 構 造 用 合 板 」 等 の 面 材 は
59.８％であり、前回調査より面材の割合
が大幅に上昇して割合が逆転していま
す。面材耐力壁採用の増加は、頻発する
大地震に対する警戒感の表れで、比較的

容易に壁倍率を高められることも増加の
一因と言えそうです。
⑶屋根・階数の変化
　①屋根の形状
　�　「切妻」と「片流れ」の２パターンで

全体の70％を超えているのは前回調査
（平成29年度）と変わりませんが、片流
れの割合が過去５年間で１割以上増加し
41.５％に達しています。これは、太陽光
発電の普及に伴い、効率的にソーラーパ
ネルを設置しやすい片流れ屋根の採用が
増えているものと考えられます。
　②地上階数
　�　平屋の割合は全国で16.６％と、前回調

査に比べ約２倍に増加しています。都道
府県別では前回調査より25ポイント以上

［国交省HP『住宅・建築物の耐震化の現状と目標』『住宅の耐震化』より］
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株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史

　国税当局において納税者の皆様からの照
会に対して回答した事例等のうち、他の納
税者の方々の参考となるものを掲載してい
ますが、消費税税関係の事例を取りまとめ
Ｑ＆Ａ形式したものを今回も取り上げてい
きたいと思います。

資産の譲渡の範囲
（会社員が自宅に設置した太陽光発電設備
による余剰電力の売却） 
Ｑ�１．会社員が自宅に太陽光発電設備を設

置し、いわゆる太陽光発電による固定価

格買取制度に基づき、その余剰電力を電
力会社に売却している場合、課税の対象
となるのでしょうか。　
Ａ�１．余剰電力の買取りは、「再生可能エ

ネルギー電気の利用の促進に関する特別
措置法」に基づき、太陽光発電による電
気が太陽光発電設備が設置された施設等
において消費された電気を上回る量の発
電をした際、その上回る部分が当該施設
等に接続されている配電線に逆流し、こ
れを一般送配電事業者等である電力会社
が一定期間買い取ることとされているも

消費税の間違いやすい事例２

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート

平屋の割合が増えた地域もあります。平
屋が増加しているのは、近年の世帯構成
の変化やライフスタイルの変化で、平屋
での暮らしがより過ごしやすく感じられ
るケースが増えているためと考えられま
す。

２．住宅の耐震性能
　平成７年の阪神・淡路大震災、平成１６年
の新潟県中越地震、平成２３年の東日本大震
災、平成２８年の熊本地震などの大地震が発
生する中、南海トラフ地震、日本海溝・千
島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中
部圏・近畿圏直下地震などの大規模地震の
発生の切迫性も指摘されています。
　そのため、国土交通省は、「令和１２年ま
でに耐震性が不十分な住宅、令和７年まで
に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象

建築物をおおむね解消する」ことを目標と
して掲げています。

　８月の宮崎県沖の日向灘で発生した地震
を受けて発表された南海トラフ地震臨時情
報（巨大地震注意）については、新たな大
規模地震が観測されなかったため８月１５日
午後５時に注意の呼びかけをいったん終了
することになりましたが、前述の通り、南
海トラフ地震に限らず、全国で地震への備
えの意識は一層高まるものと思われます。
　住宅（戸建・共同）での現状の耐震化率
と今後（令和７年度）の目標はP.18の図表
の通りで、新築・リフォームを問わず、耐
震性の向上は必須となってきています。

� トピックス� トピックス
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のです。
　�　消費税の課税対象となる取引は、国内

において事業者が事業として対価を得て
行う資産の譲渡等であり、個人事業者が
生活の用に供している資産を譲渡する場
合の当該譲渡は課税対象となりません
が、会社員が行う取引であっても、反復、
継続、独立して行われるものであれば、
課税対象となります。

　�　照会の余剰電力の売却は、会社員が事
業の用に供することなく、生活の用に供
するために設置した太陽光発電設備から
生じた電気のうち、使い切れずに余った
場合に当該余剰電力を電力会社に売却し
ているものであって、これは消費者が生
活用資産（非事業用資産）の譲渡を行っ
ているものであることから、消費税法上
の「事業として」の資産の譲渡には該当
しません。したがって、照会のように、
事業者ではない者が生活の用に供するた
めに設置した太陽光発電設備から生じた
余剰電力の売却は、課税の対象となりま
せん。

　（注）�　会社員が自宅で行う太陽光発電で
あっても、平成24年７月以降、一定
規模以上の太陽光発電設備により発
電が行われる場合には、その送電さ

れた電気の全量について電力会社に
売却することが可能とされています

（全量売電）。
　　　�　会社員が行うこの全量売電は、電

力会社との間で太陽光発電設備によ
り発電した電気の全量を売却する旨
の契約を締結し、その発電した電気
を生活の用に供することなく数年間
にわたって電力会社に売却するもの
であることから、会社員が反復、継
続、独立して行う取引に該当し、課
税の対象となります。

（マンション管理組合の課税関係）
Ｑ�２．マンション管理組合の課税関係はど

うなるのでしょうか。
Ａ�２．マンション管理組合は、その居住者

である区分所有者を構成員とする組合で
あり、その組合員との間で行う取引は営
業に該当しません。

　�　したがって、マンション管理組合が収
受する金銭に対する消費税の課税関係は
次のとおりとなります。

　イ　�駐車場の貸付け………組合員である
区分所有者に対する貸付けに係るも
のは不課税となりますが、組合員以
外の者に対する貸付けに係るものは
消費税の課税対象となります。

　ロ　�管理費等の収受………不課税となり
ます。

（給与負担金（給料及び旅費、日当の実費
負担）
Ｑ�３．新製品の製造を開始する場合、親会

社から出向契約に基づいて派遣される社
員により指導を受けることがあります。

税務・会計レポート税務・会計レポート
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その際、親会社に対して派遣社員の給料
に相当する額を給与負担金として支払う
ほか、旅費、通勤費、日当などの実費を
も支払うこととし、親会社はそれをその
まま派遣社員に支給しています。この場
合、当社が負担する給与負担金及び旅費
などの実費相当額は、当社の課税仕入れ
となるのでしょうか。
Ａ�３．親会社から出向により社員の派遣を

受ける場合、派遣社員の給与の支払は本
来の雇用関係に基づいて親会社が支払う
ことから、子会社がその給与相当額の全
部又は一部を給与負担金として親会社に
支払うことがありますが、この場合にお
ける給与負担金は、本来派遣先の子会社
が負担すべき給与に相当する金額である
ことから、課税資産の譲渡等の対価には
なりません。したがって、派遣先の子会
社が支出する給与負担金は課税仕入れと
はならず、給与負担金相当額を受け取る
親会社においては、資産の譲渡等の対価
に該当せず課税の対象となりません。

　�　また、派遣社員の旅費、通勤費、日当
など（旅費等）を区別して親会社に支払
う場合、これらの旅費等は派遣先の子会
社の事業の遂行上必要なものであること
から、その支払は課税仕入れに該当する
ことになり、また、旅費などの実費相当
額の支払を受ける親会社においては、派
遣社員に支給すべき旅費、日当に相当す
る金額を預かり、それをそのまま派遣社
員に支払うにすぎないから、課税の対象
とはなりません。

　�　他社から社員の派遣（出向による派遣
を除く。）を受け、技術指導等を受ける
場合に支払う技術指導料は、役務の提供

に係る支払対価として課税仕入れとなり
ます。

（チップの支払）
Ｑ�４．運転手等に対するチップは、課税仕

入れに該当するのでしょうか。
Ａ�４．運転手等に対するチップは、運送等

の役務の提供の対価の支払とは別に支出
するものであり、提供を受ける役務との
間に明白な対価関係は認められませんか
ら、課税仕入れに該当しません。

（土地に設定された抵当権の譲渡）
Ｑ�５．融資先Aの土地に抵当権を有してい

ますが、この抵当権を、同じくAに対し
て金銭債権を有するBに譲渡することに
しました。この場合、Bから受ける抵当
権の譲渡代金は課税の対象となるので
しょうか。

　�　また、第一順位の抵当権を有する場合
に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡
を行った場合の譲渡代金はどうなるので
しょうか。
Ａ�５．土地に対する抵当権は、非課税とさ

れている土地の上に存する権利（土地の
使用収益に関する権利）ではなく、その
譲渡は課税の対象となります。

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート
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　�　また、抵当権の順位の譲渡も、同様に
土地の使用収益に関する権利ではなく、
その譲渡は課税の対象となります。

　�　（理由）抵当権は、被担保債権が弁済
されなかった場合に、その目的物を処分
することにより、その物の価格から優先
的に弁済を受けることを内容とする担保
物権であり、抵当権者は目的物について、
その交換価値を把握するに過ぎず、その
目的物の使用収益権は、依然として抵当
権を設定した者が有します。

（自己株式の取扱い）
Ｑ�６．法人が株主に金銭を交付して自己株

式を取得する場合、当該株主からの株式
の引渡しは資産（有価証券）の譲渡等に
該当するのでしょうか。

　�　また、この法人が取得した自己株式を
処分する場合の他の者への株式の引渡し
はどうなるのでしょうか。
Ａ�６．法人が自己株式を取得する場合（証

券市場での買入れによる取得を除きま
す。）における株主から当該法人への株
式の引渡しは、資産の譲渡等に該当しま
せん。

　�　また、法人が自己株式を処分する場合
における他の者への株式の引渡しも同様

に、資産の譲渡等に該当しません。

（経営指導料、フランチャイズ手数料等）
Ｑ�７．○○グループの主宰者に対して傘下

のスーパーが支払う経営指導料、フラン
チャイズ手数料、ロイヤリティなどの名
称の手数料（売上利益の何％というよう
に定められています。）は課税対象とな
るのでしょうか。
Ａ�７．経営指導料は販売・仕入の手法等を

指導するという役務に対する対価であ
り、また、フランチャイズ手数料及びロ
イヤリティは、グループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払
われるものです。

　�　したがって、いずれも課税の対象とな
ります。

国内取引・国外取引
（国外に支払う技術使用料、技術指導料）
Ｑ�８．国外からの技術導入に伴い支払う技

術使用料、技術指導料は課税の対象とな
るのでしょうか。
Ａ８．
　�１　輸入取引において消費税の課税の対

象となるのは、保税地域から引き取る課
税貨物に限られていますから、技術導入
に伴って支払われる使用料等は輸入取引
としての課税の対象とはなりません。

　�２　技術使用料は、権利の使用、すなわ
ち権利の貸付けの対価として支払われる
ものであり、この場合には、使用する権
利が特許権等の登録を要する権利であれ
ばその権利を登録した機関の所在地（複
数の国で登録している場合は権利の譲渡

税務・会計レポート税務・会計レポート
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指導の対価として支払われるものは課税
の対象となります。

（海外工事に対する人材派遣）
Ｑ�９．当社はボーリング機械の製造とボー

リング工事を行っていますが、国内の建
設会社が海外工事を施工する場合に、当
社は建設会社と人材派遣契約を結び、当
社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員
の指導に当たることとなります。その指
導に係る対価は、１人当たりの月極料金
であり、月々収受することとしています
が、国外取引として課税の対象外となる
のでしょうか。
Ａ�９．ボーリング工事は鉱工業生産設備の

建設と認められ、当該工事に係る現地作
業員の指導は専門的な科学技術に関する
知識を必要とする助言監督等に該当しま
す。

　�　したがって、生産設備等の建設又は製
造に必要な資材の大部分が調達される場
所が国外であれば、国外取引となります。

（海外プラント工事に係る助言・監督業務
の下請）
Ｑ�10．当社は、メーカーが元請となって海

外で行うプラント工事について技術的な

指導、助言、監督に関する業務契約を当
該メーカーと締結しましたが、当社の役
務の提供は、メーカーに対して国外で行
うものですから、国外取引と考えてよい
でしょうか。

　�　なお、当該プラント工事の資材の大部
分は国内で調達したものです。
Ａ�10．照会の助言・監督に係る役務提供

は、専門的な科学技術に関する知識を必
要とする助言・監督で、生産設備等の建
設又は製造に関して行うものですから、
当該取引の内外判定に当たっては、消費
税法施行令第６条第２項第５号《専門的
な科学技術に関する知識を必要とする調
査等の役務の提供場所》の規定により、
その生産設備等の建設又は製造に必要な
資材の大部分が調達される場所によって
判定することになります。

　�　照会の場合は、プラント工事に必要な
資材の大部分は国内で調達されるもので
すから、当該助言・監督に係る役務提供
は国内取引に該当し、課税の対象となり
ます。

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート

（取引図）

メーカー
（元請）

プラント
工　　事

当　社

助言・監督
業務の請負

助言・監督

国　内 国　外

資　材

又は貸付けをする者の
住所地）が国内であれ
ば課税、国外であれば
国外取引として不課税
となります。

　�３　技術指導料は、技
術指導という役務の提
供の対価であり、国内
において行われる技術
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状態を指しているのでしょうか？
血圧が高い状態、なのは当然なので

すが、診断基準としては、ざっくり言
えば、日常的なご家庭での血圧の平均
値が135mmHg/85mmHg以上の場合、
あるいは病院などで測定する血圧が
140mmHg/90mmHg以上の場合、高血
圧症、と診断されます。

この診断基準に関して、最近『高血
圧の基準が変わったというニュースが
あったので自分は高血圧ではなくなっ
たのではないか』と言うことをお尋ね

になる方がいらっしゃる
のですが、これは違いま
す。診断基準は全く変
わっていません。変わっ
たのは『検診で測定され
た血圧の数値を元に受診
勧奨をする際の基準値』
です。つまり『あなたこ
の血圧だとお医者さんに
行った方が良いよ』とい
う時（受診勧奨）の数値
が、今までより高くなっ
たのです。なぜかという

第 41 回

今回のお題は、高血圧症、です。と
てもポピュラーな病気、ですよね。何
しろ、厚生労働省の統計数値（つまり、
高血圧と診断されて治療を受けている
患者さんの数）で、1600万人ほど、検
診などで指摘されても放置している人
の数を合わせると推定で4000万人以
上、患者さんがいるとされている病気
です。皆さんの周りにも、検診で指摘
されてる方や既にお薬飲んでる方、多
いんじゃないでしょうか。

さて、そもそも高血圧とは、どんな

日常の血圧平均値

135mmHg/85mmHg以上

病院等での測定値

140mmHg/90mmHg以上

or

高血圧症

健康役立ちコラム健康役立ちコラム Part Ⅱ

高血圧症について　その１高血圧症について　その１
高血圧症とは？
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� 健康役立ちコラム� 健康役立ちコラムPart Ⅱ

ただ、困ったことに、この『血圧が
高い状態』というのはなかなか自覚症
状が起きにくい状態で、『血圧が高い
ですから治療しましょう』と言われて
とりあえず薬を飲み始めて『血圧下
がってきましたね』と言われても、治
療の前と後で体調は何も変わらず、な
んだかよく分からないまま薬を飲み続
けている、という方が結構多いのです。
だからこそ 先ほどのように『診断基
準が変わったならもう治療しなくても
良いんじゃないか』と言うことをお尋
ねになる方が出てくるわけですが…。

でもやはり、それでも血圧が高いの
はマズいのです。

どれくらいマズい話なのか、『薬を
飲み始めたら一生飲まなきゃならな
い』というのは本当なのか、薬を飲ま
ずに何とかならないのか、その辺は次
回に。� （続く）

と、『お医者さんに行った方が良いよ』
というようなやさしい言い方では無く

『ヤバいから医者行きなさい』という
キツい言い方をするために、これまで
よりちょっと数値が高く設定された、
と言うことです。検診センターさんの
話、と言うだけのことですから、病院
やクリニックにおける治療対象者も治
療方針も、一切変更はありません。

で、この高血圧はなぜヤバいのか、
と言うことですが、要するに「血圧の
高い状態が続くと血管にかかる負担が
強くなり、血管が損傷し、血液が詰まっ
たり（梗塞）、出血を起こしたりしや
すくなる」のがマズいわけです。なの
で、血管が硬くなって（動脈硬化）し
まいやすい高脂血症や、血管がもろく
なってしまいやすい糖尿病などを合併
していると、更に事態はマズい、と言
うことになります。ですから、元気に
年を取っていくためには血圧の管理は
非常に重要な要素、なのです。

血圧の高い状態が

　　　　　　続くと…

高脂血症や糖尿病を合併しているとさらにマズい！

血管が損傷し「梗塞」「出血」のリスク

血管への負担

強

築地ふたばクリニック院長　鎌田　徹
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委 員 長　鈴木　敏雄（ス ズ デ ン ㈱）

副委員長　笠井　和利（笠 井 電 機 ㈱）

委　　員　半田　哲也（桜田電気工業㈱）

委　員　川名　哲也（新 明 電 材 ㈱）

　〃　　金子　　誉（㈱ カ ネ デ ン）

　〃　　日置　茂生（東京エレク総業㈱）

〔事務局〕	 事務局長　山平正純
　　TEL	 03（3541）7140
　　FAX	 03（3546）3838
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office@todenzai.or.jp

東芝ライテック株式会社……………………表Ⅱ 株式会社三桂製作所……………………………４

コイズミ照明株式会社…………………………１ オーデリック株式会社…………………………26

アイホン株式会社………………………………１ 日本キヤリア株式会社…………………………27

河村電器産業株式会社…………………………２ 株式会社ニチフ…………………………………27

共立電気計器株式会社…………………………２ 株式会社マンホール商会………………………28

フソー化成株式会社……………………………３ サン電子株式会社………………………………28

矢崎エナジーシステム株式会社………………３ パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
　　　　　　　　　　………………表Ⅲ・表Ⅳ

ISO14001 認証取得　E02-313 羽村工場ISO9001 認証取得　JET-0128 ISO14001 認証取得　E99-114 山形工場https://www.odelic.co.jp

本社 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1111 　 FAX（03）3332-1103
東京ショールーム 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1102 　 FAX（03）3332-2949  

「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

〒160-0023　東京都新宿区西新宿4-3-12

本　社

東京営業所

TEL.03-3374-0081（代）  FAX.03-3376-8801

TEL.03-3374-7811（代）  FAX.03-3374-7812

情報通信システムのベストパートナー

http://www.sun-ele.co.jp

詳しくは サン電子 情報分電盤 検 索

情報分電盤 COM-Hシリーズ

情報分電盤は、新しい家の

スタンダードです。

コムスペース

電 話電 話テレビテレビ

TV
4K・8K

インターネットインターネット

PC

NEW!!

安心の日本製
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